
お知らせお知らせ
有
田
川
町
で
は
、
当
該
年
度
に
20
歳
を

迎
え
る
方
を
対
象
に
二
十
歳
の
集
い
を
行

い
ま
す
。

令
和
7
年
（
2
0
2
5
年
）
4
月
1

日
時
点
で
、
有
田
川
町
に
住
民
登
録
さ
れ

て
い
る
方
に
案
内
を
送
付
し
ま
し
た
。

町
外
に
住
民
登
録
を
移
し
て
い
る
方
で

式
典
に
出
席
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
社

会
教
育
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
既
に

ご
連
絡
い
た
だ
い
て
い
る
場
合
は
不
要
で

す
。

●
日
時
／
令
和
8
年
（
２
０
２
６
年
）
1

月
11
日
（
日
）

※
時
間
は
決
ま
り
次
第
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

●
場
所
／
金
屋
文
化
保
健
セ
ン
タ
ー
（
有

田
川
町
金
屋
7
番
地
）

●
対
象
／
平
成
17
年
（
2
0
0
5
年
）

4
月
2
日
か
ら
平
成
18
年
（
2
0
0
6

年
）
4
月
1
日
生
ま
れ
の
方

問

社
会
教
育
課
（
金
屋
庁
舎
）

農 

業

◆
◆
◆

次
世
代
を
担
う
農
業
者
支
援

～
親
元
就
農
を
支
援
し
ま
す
～

有
田
川
町
農
業
経
営
継
承
者
支
援
事
業

農
業
に
お
け
る
次
世
代
の
中
心
的
な
役

割
を
担
う
こ
と
を
強
く
志
す
農
業
者
を
確

保
・
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
農
業

経
営
を
継
承
す
る
た
め
就
農
し
た
直
後
の

新
た
な
就
農
者
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内

で
有
田
川
町
農
業
経
営
継
承
者
支
援
事
業

助
成
金
を
交
付
し
ま
す
。

●
対
象
者
／
次
の
①
～
⑥
の
要
件
を
全
て

満
た
す
方

①
就
農
者
の
申
請
日
に
お
け
る
年
齢
が
18

歳
以
上
30
歳
未
満
で
あ
り
、
1
年
以
内

に
農
業
経
営
を
継
承
す
る
た
め
就
農
し

た
方
。

②
町
内
に
住
所
を
有
し
、
か
つ
、
町
内
に

お
い
て
効
率
的
か
つ
安
定
的
な
農
業
経

営
を
10
年
以
上
継
続
し
て
行
い
、
ま
た

地
域
農
業
の
中
心
的
な
役
割
を
担
う
こ

と
に
つ
い
て
強
い
意
欲
を
有
し
て
い
る

方
。

③
青
年
等
就
農
計
画
の
認
定
を
受
け
、
町

が
そ
の
認
定
を
し
た
方
。
も
し
く
は
、

認
定
農
業
者
の
子
ま
た
は
孫
（
※
1
）

で
あ
り
、
か
つ
青
年
等
就
農
計
画
と
同

等
の
書
類
を
作
成
し
町
に
提
出
し
た
方

（
※
2
）。
な
お
、
一
戸
一
法
人
（
原
則

と
し
て
世
帯
員
の
み
で
構
成
さ
れ
る
法

人
）
以
外
の
農
業
法
人
を
継
承
す
る
場

合
は
交
付
の
対
象
外
。

※
1 

当
該
認
定
農
業
者
が
法
人
で
あ
る

場
合
は
、
構
成
員
の
う
ち
農
業
に
従
事

す
る
方
の
子
ま
た
は
孫
を
含
む
。

※
2 

子
等
に
代
わ
っ
て
そ
の
配
偶
者
が

農
業
に
従
事
す
る
と
き
は
、
当
該
配
偶

者
を
子
等
と
み
な
す
。

④
年
間
1
5
0
日
以
上
か
つ
、
年
間

1
2
0
0
時
間
以
上
の
農
業
従
事
を

行
う
方
。

⑤
国
・
県
な
ど
が
実
施
す
る
同
様
の
事
業

に
よ
る
補
助
金
、
交
付
金
、
そ
の
他
の

給
付
金
な
ど
を
受
け
な
い
方
。

⑥
町
税
の
滞
納
の
な
い
世
帯

●
助
成
額
／
1
人
当
た
り
年
間
50
万
円
を

上
限
と
し
ま
す
。
交
付
期
間
は
2
年
を

限
度
と
し
ま
す
。

●
申
請
受
付
期
間
／
7
月
1
日
（
火
）
～

7
月
31
日
（
木
）

※
役
場
開
庁
日
時
に
伴
う
。

●
受
け
付
け
方
法
／
産
業
課
窓
口
ま
で
申

請
書
を
提
出

※
後
日
、
審
査
が
あ
り
ま
す
。

※
そ
の
他
の
詳
細
、
申
請
書
様
式
は
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問

産
業
課
（
金
屋
庁
舎
）

令
和
8
年
（
２
０
２
６
年
）

二
十
歳
の
集
い

緊急地震速報の訓練放送を実施します

気象庁から配信される緊急地震速報を全国瞬時警
報システム（J アラート）を介し、自動で住民へ伝達
する訓練を全国一斉に実施します。防災行政無線放
送などの情報配信を実施しますが、訓練ですので実
際の情報と取り違えないようにご注意ください。

●日時／ 6 月 18 日（水）10:00 ～
身を守る基本行動
①姿勢を低くする
②体や頭を守る
③揺れが収まるまで
　動かない
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